
入会のご案内 

盛岡間税会 会長 田村清記 

～会員同士の交流、納税意識の高揚、経営の健全発展～ 

間税会とは：間税会は、税金のうち、主として消費税を中心とした間接税の納税者で組織している団体です。消費税の自主的

な申告納税体制の確立を通して、税務・税制の公平に寄与しようとする組織であります。 

目   的：会員企業の発展、税務知識の習得、税務行政への協力、公平な税制の確立のための国等への意見陳情・提言 

組   織：消費税納税者で組織する税務署単位の間税会が都道府県の連合会にまとまり、さらに各国税局（または国税事務

所）ごとに連合会が組織され、さらにこれを全国的な活動とするため、全国間税会総連合会（略称「全間連」）があります。 

基本理念：間税会は、その前身である全国各地に点在していた物品税協力会等が、昭和 48 年 4 月に全国的に統一されて以

来、今日まで税法に関する説明会や研修会の開催、「税を知る週間」における間接税展の開催並びに数次にわたる諸

外国、特に欧州各国の付加価値税の研究、間接税関係の税制及び執行に関する意見や、個別間接税を廃止して、公

平簡素な間接税を導入すべく、各方面に提言してきており、平成元年の消費税導入に寄与した実績には大きいものが

あります。間税会は、早くから関係民間団体として消費税導入に賛意を示し、「消費税が長期的に安定した税制として

定着することを念願し、行政協力を推進する」として「消費税定着推進運動」を展開してまいりました。その後、消費税も

国民生活に定着し、国の財政を担う基幹税の一つとして、益々その重要性を増してきております。公平簡素な間接税

の観点から軽減税率について、導入反対の陳情も全国組織として行いました。 

※ 盛岡間税会は、児童に対する租税教室の開催、税の標語募集を中心に、「税を考える週間」の協力などの活動しておりま

す。 

入会申込書         年    月     日 

盛岡間税会 御中 

貴会の趣旨に賛同し入会いたします。 

所在地 
（〒    ―     ） 

 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

 

 

e-mail  

フリガナ  業種  

法人個人名 
 

資本金 
□ ３０百万円以上 

□ ３０百万円未満 

フリガナ  □女性部会 □青年部会 

代表者氏名 
 氏名 

生まれ       年    月    日 

※女性部会、青年部会にも加入の方は、□に、レ点をお願いいたします（青年部会は生年月日も記載） 

資本金 30百万円以上の法人会員 2口会員（年会費１０千円） 

上記以外の法人会員・個人会員   １口会員（年会費 ５千円） 

FAX：０１９－６２４－７４３１ e-mail: yoshinori_hirano@hirakin.com 
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